
外来医療について外来医療について
平成23年11月30日
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１ 特定機能病院等での専門特化外来１．特定機能病院等での専門特化外来
２．複数科受診
３．他医療機関受診
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出典：日本の医師需給の実証的調査研究
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外科医の職務分類毎の勤務時間（週平均）
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1-10年 11-15年 16-20年 21-25年 26-30年 31-35年 36年以上1-10年 11-15年 16-20年 21-25年 26-30年 31-35年 36年以上

診療外（教育・研究・管理・雑事等） 手術以外の医業（病棟業務・外来・当直・待機等） 手術関連（術者・助手・麻酔等）

（卒後年数）

出典：日本外科学会雑誌 111(4):258-267, 2010 遠藤久夫
「外科医はどれだけ働いているのか－卒後年数と所属施設タイプを考慮したタイムスタディ分析－」

n=1744 (男性1594名,女性177名,不明33名)
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医師の年齢別労働時間

医師（男性） 労働時間数※
企業規模計（ 人以上）を対象とした調査医師（男性）

40歳以上

労働時間数 <企業規模計（10人以上）を対象とした調査>

40歳以上

約 5.8％増

40歳未満

（時間/月）

120 130 140 150 160 170 180 190 

※労働時間：所定実労働時間数と超過実労働時間数の合計 （時間/月）※労働時間：所定実労働時間数と超過実労働時間数の合計

（注）n数について(労働者数)
推計労働者数を示す 本調査は抽出調査であるので 調査した労働者の数

２０ ～ ２４歳 510
２５ ～ ２９歳 8690
３０ ３４歳 7790

５０ ～ ５４歳 2500
５５ ～ ５９歳 1810
６０ ６４歳 2610

調査対象(n数について（注）)

出典：平成22年賃金構造基本統計調査

推計労働者数を示す。本調査は抽出調査であるので、調査した労働者の数
ではなく、母集団に対応する数字として推計（復元）した労働者の数である。

３０ ～ ３４歳 7790
３５ ～ ３９歳 9630
４０ ～ ４４歳 6110
４５ ～ ４９歳 4330

６０ ～ ６４歳 2610
６５ ～ ６９歳 860
７０歳～ 830
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施設と勤務時間施設と勤務時間

外科医の週平均勤務時間は59.5時間、診療所勤務者が47.7時間、病院勤務者が68.8時間

各施設別の勤務時間各施設別の勤務時間各施設別の勤務時間各施設別の勤務時間

0%0% 20%20% 40%40% 60%60% 80%80% 100%100%

大学病院大学病院(n=365)(n=365)

国公立病院国公立病院(n=280)(n=280) 4040時間未満時間未満

公的病院公的病院(n=145)(n=145)

私立病院私立病院(n=313)(n=313)

4040～～6060時間時間

6060～～8080時間時間

8080 100100時間時間

診療所診療所(n=84)(n=84)

その他その他(n=74)(n=74)

8080～～100100時間時間

100100時間以上時間以上

その他その他(n=74)(n=74)

２００９年( 日本外科学会 アンケート調査 より ) 
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施設の種別･年齢階級別にみた医師数

○ 施設の種別にみた医師数の年齢別割合

○ 年齢階級別にみた病院に従事する医師数及び平均年
齢の年次推移

年齢別にみた医師の従事先の推移

歳 歳 歳

40.2 40.0 40.0 40.1 
40.3 

40.5 40.6 40.7 
41.0 

41.4 
41.7 

42.1 42.4
42.9

40.0 

41.0 

42.0 

43.0 

14 

16 

18 

20 （歳）

（万人）

平均年齢

各年12月31日現在

平

均

従

事

４０歳 ５０歳 ６０歳

病院 ７３．４％ ５１．２％ ３９．２％

診療所 ２２．８％ ４３．５％ ５５．５％

8 000

 

33.0 

34.0 

35.0 

36.0 

37.0 

38.0 

39.0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

70歳以上

60-69

50-59

40-49

年

齢

者

数

その他 ３．８％ ５．３％ ５．３％

6 000

7 000

8 000

医療施設以外の者

医育機関附属の病院
の従事者 46,563人

32.0 

33.0 

0 

2 

57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

30-39

29歳以下

平均年齢

0.0  

昭和･･年 平成･年

○ 年齢階級別にみた診療所に従事する医師数及び平均

3 000

4 000

5 000医
師
数
（
人
）

医療施設以外の者
14,789人

57.6
58.2

58.5 58.5 58.7 58.7
58.5 58.3 58.1 58.0 58.0

58.0
58.0

58.0 

59.0 

9 

10 
（歳）（万人）

平均年齢 各年12月31日現在 

○ 年齢階級別にみた診療所に従事する医師数及び平均
年齢の年次推移

0

1 000

2 000

）
病院(医育機関附属の
病院を除く)の従事者
127,703人 診療所の従事者

97,631人

57.1

53.0 

54.0 

55.0 

56.0 

57.0 

58.0 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

70歳以上

従

事

者

数

平

均

年

齢

0

24 30 40 50 60 70 80 90（歳）

49.0 

50.0 

51.0 

52.0 

0 

1 

2 

3 

57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

70歳以上

60-69

50-59

40-49

30-39

29歳以下

平均年齢

0

0.0

昭和･･年 平成･年
出典：平成２０年医師・歯科医師・薬剤師調査
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病院勤務医の外来業務の負担感（平成22年度検証調査）

業務負担感が大きい理由（複数回答）

業務負担感

医師調査

8.8% 33.4% 47.4% 8.9%

1.1%

%

外来診療（診療時間内）

8.7% 32.0% 43.6% 13.2%

0.4%

外来診療・救急外来（診療時間外）

2.1% 0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に負担が大きい 負担が大きい どちらともいえない

負担が小さい 非常に負担が小さい 無回答

依然として外来の業務負担感は大きい

出典：平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）
病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）（案）
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外来医療における役割分担について

患者に協力してほしいことの有無(n=1,300)
医師票

ある, 
88.5

なし, 
10.5

無回答, 
1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

協力してほしい内容(n=1,150)

79.4

81 1

軽症の場合は、近隣の診療所を受診してほしい

軽症の場合は 休日・夜間の受診は避けてほしい 81.1

58.8

軽症の場合は、休日 夜間の受診は避けてほしい

業務多忙のときには、ムンテラ※の実施を医師の都合に

してほしい

7.6その他

※ 患者・家族へ病状や治療方針等について説明を行うこと 平成21年度「勤務医の負担の現状と負担軽減のための取組みに係る調査」
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1施設あたり入院外件数の推移
(平成18年度を100とした場合)

104.6%
106%

(平成18年度を100とした場合)

103 3%

103.1%
104%

101.6%
101.7%

103.3%

100.0%

101.4%

100%

102%

99.1%
98%

100%

97.7% 97.9%

96%

98%

94%
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

0%

～
～

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

大学病院 大学以外の病院 診療所

出典：概算医療費データベース
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入院外 1施設あたり受診延日数の推移
(平成18年度を100とした場合)

98 8%100%

102%

(平成18年度を100とした場合)

100.0%
98.8%

98%

100%

94.1%

95.7%

94%

96%

92.5%

90%

92%

89.8%
88%

90%

84%

86%

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

～
～

0%
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

病 院 大 学 200床未満 200床以上 診療所

出典：医療費の動向
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10.0 

入院外 １施設あたりの医療費の伸び率 (対前年度比)
(%)

8.0 

大 学

200床以上

6.0 

病院

200床未満

200床以上

2.0

4.0 

診療所

-

2.0 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

▲ 2.0 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

▲ 4.0 

病院 大 学 200床未満 200床以上 診療所

来 療費 診療 特 大学病院 床 病院外来の医療費について、診療所に比べ、特に大学病院や200床以上の病院におい
て伸び率が高くなっている。

出典：《メディアス》最近の医療費の動向
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外来患者の診察前の待ち時間

30分以上 30分未満 無回答

53 4%

49.9%

41 3%

44.7%

特定機能病院
総 数

30分以上 30分未満 無回答

52.5%

53.9%

53.4%

41.8%

40.4%

41.3%

中病院

大病院

特定機能病院

44.7%

44.1%

50.5%

50.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

療養病床を有する病院

小病院

・大病院………………………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が５００床以上の病院
・中病院………………………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が１００床～４９９床の病院

※医師による診察を受けていない者は除いた
※予約した場合は予約した時刻からの待ち時間

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

• 特定機能病院、大病院、中病院では、小病院、療養病床を有する病院と比べ、診
察前の待ち時間が長くなる傾向がある。

・小病院………………………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が２０床～９９床の病院

長

総数 特定機能
病院

大病院 中病院 小病院 療養病床を
有する病院

調査対象

出典：平成２０年受療行動調査

病院 有する病院

施設数 484施設 35施設 69施設 142施設 115施設 123施設

有効回答数（外来患者票) 100,946 23,072 32,367 27,474 9,464 8,569
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医療機関別一日あたり入院外医療費
（２０１０年６月分）（ ０ ０年６月分）

25 診療所 病院

15

20

％
）

病院のうち、一日当たり入院外医療費が
6,000円未満の施設が約25％を占める

10

15

施
設

割
合

（

5

0

出典：最近の医療費の動向（メディアス）〔概算医療費（保険局調査課特別集計）〕

病院の外来においても、医療資源の投入量が低い患者が存在する
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患者動態分析（Ａ病院）の外来患者調査 （2010年4月デ タ）

患者動態分析

救急と紹介への取り組みが重要

患者動態分析（Ａ病院）の外来患者調査 （2010年4月データ）

300床台 公的病院（救急救命センター 地域医療支援病院 がん診療拠点病院）

％人数

症例あたりの
平均単価

（円）

入院
単価
（円）

入院
確率
（％）

入院
占有率

内入院
患者数

外来
単価
（円）

外来患者数

％人数

症例あたりの
平均単価

（円）

入院
単価
（円）

入院
確率
（％）

入院
占有率

内入院
患者数

外来
単価
（円）

外来患者数

236 620713 54430 6%58 5%47718 30011 2%1 559紹介

761,1551,177,44562.0%22.8%18631,139 2.2%300 救急車

236 620713 54430 6%58 5%47718 30011 2%1 559紹介

761,1551,177,44562.0%22.8%18631,139 2.2%300 救急車

般再診

107,789682,09413.9%9.6%7812,952 4.0%561 一般初診

236,620713,54430.6%58.5%47718,300 11.2%1,559 紹介

般再診

107,789682,09413.9%9.6%7812,952 4.0%561 一般初診

236,620713,54430.6%58.5%47718,300 11.2%1,559 紹介

100.0%816100.0%13,884 

18,204745,9200.7%9.2%7513,324 82.6%11,464 一般再診

100.0%816100.0%13,884 

18,204745,9200.7%9.2%7513,324 82.6%11,464 一般再診

紹介状持参で救急車搬送患者は救急車でカウント

救急車患者1人＝紹介患者3人＝初診患者7人＝再診患者40人救急車患者1人＝紹介患者3人＝初診患者7人＝再診患者40人

出典：グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン作成資料
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外来医療の役割分担のイメージ外来医療の役割分担のイメージ

現在 方向性

急性期は資源の集中的な投
入と専門分化、亜急性・回復
期リハ病床の増、長期療養

病院勤務医の負担軽減
院

入院
機能強

現在 方向性
長 養

（医療療養）は地域でのニー
ズを支える

病院勤務医の負担軽減
入院

地域の拠点
となるような
病院

（機能強化
・分化）

外来（専門化） ○ 専門外来の確保

外来

病院 外来（専門化）

地域レベルでの
連携強化

○ 専門外来の確保

○ 一般外来の縮小

入院

診療所等

入院 ○ 一般外来の受け入れ

外来

診療所等

外来・訪問診療等

主治医機能の強化
医療介護を通じた包括支援・マネジメント、
他職種との連携 長期継続ケア主治医機能の強化 他職種との連携、長期継続ケア

社会保障国民会議資料をもとに医療課で作成
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入院・外来別患者の受診状況

○ 病院で受診した患者のうち、「紹介なし」は外来で８３％。

※ いずれもグラフ内の数値は、人数（単位：千人）

○ 病院で受診した患者のうち、 紹介なし」は外来で８３％。
○ 特定機能病院を受診した患者のうち、「紹介なし」は外来で５６％。

院 外来別推計患者数紹介 有無別推計患者数

689 2 643 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

病院

紹介あり 紹介なし

1392.4 1224.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入院 外来（初診） 外来（再来）

＜入院・外来別推計患者数＞＜紹介の有無別推計患者数＞

689.2

28.1

35.6

643.4

31.9

50.9

病院

特定機能病院（再掲）

地域医療支援病院（再掲）

（1,332.6千人）

（60千人）

（ 千人）

入

1392.4

1332.6

1224.2

255.6

5640.8

1471.9

総 数

病 院

（8,257.4千人）

172.3

21.9

270.6

37.9

一般病院（再掲）

⼀般診療所

（86.5千人）

（442.9千人）

（59.8千人）

院
60

86 5

18.1

22 5

113.7特定機能病院（再掲）

（3,060.1千人）

（191.8千人）

301.3
（17％）

57 5

1426.2
（83％）

74 3

病院

特定機能病院（再掲）
（1,727.5千人）

86.5

442.9

22.5

154

121

817.8

地域医療支援病院（再掲）

一般病院（再掲）

（230千人）

（1 414 7千人）57.5

39.4

143.6

74.3

104

828.2

特定機能病院（再掲）

地域医療支援病院（再掲）

一般病院（再掲）

（131.8千人）

（143.4千人）

（971 8千人）

外

来

59.8 750

218.6

3078⼀般診療所

（1,414.7千人）

（3,887.8千人）

（44％） （56％）

（73％）（27％）

（85％）（15％）

281 3547⼀般診療所
（971.8千人）

（3,828千人）

＊ 「一般病院」は、精神科病院、結核療養所、特定機能病院、地域医療支
援病院、療養病床を有する病院のいずれにも当たらない病院。

1090.9⻭科診療所
（1,309.5千人）

平成２０年患者調査に基づき作成
（医療部会資料を基に保険局医療課作成）

（85％）（15％）

（7％） （93％）
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平成22年度
平均値 690

平成22年度
平均値 1832

平成15年度
平均値 727

平成15年度
平均値 1713平均値 690

中央値 673
平均値 1832
中央値 1758

平均値 727
中央値 708

平均値 1713
中央値 1631

紹介率＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）／（Ｂ＋Ｄ）

Ａ：紹介患者の数

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数

Ｄ：初診の患者の数

平成22年度
平均値 70.3％
中央値 70.6%

平成15年度
平均値 60.1％
中央値 59.2％

（注）紹介率30％以上が特定機能病院の承認要件
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特定機能病院における紹介患者の割合と初診患者数

180

医師1人当たり初診患者数（人）

140

160医
師
一
人

100

120

人
当
た
り
の
初

R² = 0.5115
60

80

初
診
患
者
数

20

40

0

20% 40% 60% 80% 100%
初診患者のうち紹介患者の割合初診患者のうち紹介患者の割合

特定機能病院の外来において、紹介患者の割合が高いほど、医師一人当たりの初診患者数は減少する

出典：特定機能病院の業務報告

19



特定機能病院における紹介患者と逆紹介患者の割合

100%

初

R² = 0.4605
80%

90%初
診
患
者
の
う

60%

70%う
ち
他
院
へ
紹

40%

50%
紹
介
し
た
数
者

20%

30%
者
の
割
合

0%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

初診患者のうち紹介患者の割合

また、紹介患者の割合が高い特定機能病院ほど、逆紹介率も高く、機能分化を進めている

出典：特定機能病院の業務報告
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病院と診療所の機能分担の推進に関する事項

• 病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の保険医療機関等からの紹介なし
に200床以上の病院を受診した患者については、自己の選択に係るものとして、初診料

200床以上の病院の初診に関する事項

に200床以上の病院を受診した患者については、自己の選択に係るものとして、初診料

を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収することができ
る。

200床以上の病院の再診に関する事項

• 病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の病院（一般病床が200床未満に

限る）又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行 たにもかかわらず 当該限る）又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該
病院を受診した患者については、自己の選択に係るものとして、外来診療料又は再診料
に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収することができる。

外来診療料に関する事項

• 外来診療料は，医療機関間の機能分担の明確化，請求の簡素化を目的として設
定されたものであり，一般病床の病床数が200床以上の病院において算定する。

出典：通知「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に
係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(最終改正：平成22年３月26日 保医発0326 第２号)
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病院勤務医の負担を軽減する体制の評価①（平成22年改定）

実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇改善につながるよう、病院勤務
医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を要件とする項目を今般
新たに評価する項目に拡大する新たに評価する項目に拡大する。

３項目から８項目に対象拡大３項目から８項目に対象拡大

現行 改定後

【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を要件とする項目】

現行 改定後

○ 総合入院体制加算（旧：入院時
医学管理加算）

○ 医師事務作業補助体制加算
○ 入院時医学管理加算

○ 医師事務作業補助体制加算

○ 医師事務作業補助体制加算
○ ハイリスク分娩管理加算
○ 急性期看護補助体制加算
○ 栄養サポ トチ ム加算○ 医師事務作業補助体制加算

○ ハイリスク分娩管理加算

○ 栄養サポートチーム加算
○ 呼吸ケアチーム加算
○ 小児入院医療管理料１及び２
○ 救命救急入院料 注３に掲げる○ 救命救急入院料 注３に掲げる

加算を算定する場合
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病院勤務医の負担を軽減する体制の評価② （平成22年改定）
[算定要件] [算定 ]

① 病院勤務医の勤務状況について具体的に把握していること。
② 勤務医の勤務状況や負担を把握し、改善に関する提言を行う責任者を配置すること。
③ 役割分担の推進のための多職種からなる委員会等を設置し、病院勤務医の負担軽減及び

処遇改善に係る計画の策定時や評価時、その他必要時に開催されていること。
④ 今後の勤務医負担軽減計画について、先進的な取組事例を参考に、具体的な取組内容や

目標達成年次等を入れた計画を策定し、地方厚生局長等に提出すること。
⑤ 達成 等 報告⑤ 目標の達成状況について、年１回地方厚生局長等に報告すること。

（１） 病院勤務医の負担の軽減に資する計画
□ 医師・看護師等の業務分担（様式抜粋） □ 医師 看護師等の業務分担
□ 医師に対する医療事務作業補助体制
□ 短時間正規雇用の医師の活用
□ 地域の他の医療機関との連携体制
□ 交代勤務制の導入
□ 外来縮小の取組み

（様式抜粋）

外来縮 取組
□ その他

（２） 病院勤務医の勤務時間の把握等
□ 勤務時間 （平均週 時間（うち、残業 時間））
□ 連続当直を行わない勤務シフト（平均月当たり当直回数 回）
□ 当直翌日の通常勤務に係る配慮（□ 当直翌日は休日としている □当直翌日の業務内容の配慮を□ 当直翌日の通常勤務に係る配慮（□ 当直翌日は休日としている □当直翌日の業務内容の配慮を

行っている □ その他（具体的に： ））
□ 業務の量や内容を把握した上で、特定の個人に業務が集中しないような勤務体系の策定
□ その他

（３） 職員等に対する周知 （ 有 無 ）
具体的な周知方法（ ）具体的な周知方法（ ）

（４） 役割分担推進のための委員会又は会議
ア 開催頻度 （ 回/年）
イ 参加人数 （平均 人/回） 参加職種（ ）

23



勤務医負担軽減策の取り組み状況①①

施設調査

図表4-60 勤務医の負担の軽減策および処遇の改善に資する計画の策定状況

2 7 .6 % 1 6 .2 %1 3 .6 % 9 .8 % 4 .4 % 2 3 .5 % 5 .0 %N=804

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

平成２０年度診療報酬改定に伴い計画を策定している 平成２２年度診療報酬改定に伴い計画を策定している平成２０年度診療報酬改定に伴い計画を策定している 平成２２年度診療報酬改定に伴い計画を策定している
診療報酬改定に関わらず計画を策定している 現在策定中である
今後策定する予定である 策定する予定はない
無回答

平成22年度診療報酬改定を期に一定程度勤務医負担軽減策の計画策定が進んでいる

出典：平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）
病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）（案）
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勤務医負担軽減策の取り組み状況②

施設調査 •加算の有無との関係
図表4-70 外来縮小に向けた地域での取り組み（加算有無別）（複数回答）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1.5%

0 8%

30.4%

6.3%

3.8%地域の診療所等へのかかりつけ医制度の依頼

地域の拠点病院では専門外来を中心に実施

0.8%

1.5%

0.4%

3.5%

6.3%

地域のかかりつけ医との共同診療カードの導入

医療画像伝送ネットワークの構築

他施設との共通の電子カルテの導入
届出なし(N=260)0.4%

11.5%

3.8%

2.4%

39.5%

23 6%

他施設との共通の電子カルテの導入

地域連携のための勉強会や病院訪問活動等

かかりつけ医の普及促進のための広報

( )
届出あり(N=461)

62.3%

1.2%

23.6%

28.4%

9.5%

特に実施していない

その他

注．「届出あり」は「医師事務作業補助体制加算」「急性期看護補助体制加算」「栄養サポートチーム加算」「呼吸ケアチーム加算」「総
合入院体制加算」「ハイリスク分娩管理加算」「救命救急入院料」「小児入院医学管理料」のいずれかの届出をしている施設、「届出
なし」はこれらのすべてに届出をしていない施設。

勤務医負担軽減が要件となっている加算の届出がある施設は、全ての項目で、取り組
み率が高くなっている。 25
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外来縮小による病院勤務医の負担軽減の効果

図表5-30 負担軽減の効果
医師調査

10.0% 25.7% 49.3% 7.2% 7.7%外来診療時間の短縮 10.0% 25.7% 49.3% 7.2% 7.7%外来診療時間の短縮

11.0% 25.2% 48.9% 8.5% 6.0%

0.5%

外来機能の縮小

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

効果があった どちらかといえば効果があった どちらかともいえない

どちらかといえば効果がなかった 効果がなかった 無回答

外来機能の縮小は「勤務医の負担軽減」に一定程度効果があった

出典：平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）
病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）（案）
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（参考）地域住民による救急利用の適正化のための取組例

県立柏原病院の小児科を守る会

メンバー ： 地域住民 計２０名 （丹生裕子代表をはじめ、全員が育児中の母親）

発足経緯 ： 平成１９年４月、兵庫県立柏原（かいばら）病院の小児科が閉鎖される可能性が

あるとの報道をきっかけとして発足

これまでの活動 ：

○兵庫県に小児科医増員を求める署名活動

○コンビニ受診（＊）減少等に向けた地域住民への啓発活動 （小児救急冊子の作成・配布等）

＊ 「軽症にもかかわらず、二次救急のための夜間外来を自己都合で受診すること」とされている

○柏原病院小児科外来の窓口に医師への感謝を伝えるため「ありがとうポスト」の設置 等○柏原病院小児科外来の窓口に医師 の感謝を伝えるため ありがとうポスト」の設置 等

（参考）活動に当たっての３つのスローガン

１．コンビニ受診を控えよう

２ かかりつけ医を持とう

活動の結果 発足の翌年は 柏原病院小児科の時間外の受診者数が半分以下に減少

２．かかりつけ医を持とう

３．お医者さんに感謝の気持ちを伝えよう

※ 「県立柏原病院の小児科を守る会」HP、医学書院「公衆衛生」（2010年12月号）等に基づき作成

※ 兵庫県立柏原病院 ： 兵庫県・丹波市内の医療機関。病床数（一般）３０３床。

活動の結果、発足の翌年は、柏原病院小児科の時間外の受診者数が半分以下に減少
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施設調査

外来縮小の取り組み状況

施設調

取り組んでおら 取り組んではいな 取り組んでいる 無回答

（３）勤務医の負担軽減策の取り組み状況
①取り組み状況

図表4-67 勤務医の負担軽減策の取組状況

②平成22年度診療報酬改定を期に取り組んだ内容
図表4-68 平成22年度診療報酬改定を期に取り組んだ内容（複数回答）

取り組んでおら

ず、今後も取り組

む予定はない

取り組んではいな

いが、今後取り組

む予定である

取り組んでいる 無回答

計 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

看護職員との業務分担 804 119 14.8% 96 11.9% 507 63.1% 82 10.2%

薬剤師との業務分担 804 144 17.9% 125 15.5% 447 55.6% 88 10.9%

8.0%

7.7%

26 0%

12.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

看護職員との業務分担

薬剤師との業務分担

その他コメディカルとの業務分担

医師事務作業補助体制

その他コメディカルとの業務分担 804 142 17.7% 129 16.0% 443 55.1% 90 11.2%

医師事務作業補助体制 804 187 23.3% 140 17.4% 418 52.0% 59 7.3%

短時間正規雇用の医師の活用 804 353 43.9% 138 17.2% 207 25.7% 106 13.2%

地域の他の医療機関との連携体制 804 102 12.7% 101 12.6% 523 65.0% 78 9.7%

交代勤務制の導入 804 513 63 8% 68 8 5% 101 12 6% 122 15 2%

26.0%

4.7%

7.6%

1.0%

3.2%

3.5%

医師事務作業補助体制

短時間正規雇用の医師の活用

地域の他の医療機関との連携体制

交代勤務制の導入

連続当直を行わない勤務シフトの導入

当直翌日の通常業務に係る配慮
交代勤務制の導入 804 513 63.8% 68 8.5% 101 12.6% 122 15.2%

連続当直を行わない勤務シフトの
導入

804 151 18.8% 56 7.0% 510 63.4% 87 10.8%

当直翌日の通常業務に係る配慮 804 236 29.4% 153 19.0% 321 39.9% 94 11.7%

特定個人に集中しない業務配分 804 164 20.4% 147 18.3% 382 47.5% 111 13.8%

外来縮小の取り組み 804 443 55.1% 63 7.8% 199 24.8% 99 12.3%

1.5%

2.1%

2.6%

2.5%

特定個人に集中しない業務配分

外来縮小の取り組み

電子カルテとオーダリングシステムの活用

上記以外のＩＣＴを活用した業務省力化、効率化の取り組み

※
電子カルテとオーダリングシステ
ムの活用

804 132 16.4% 246 30.6% 362 45.0% 64 8.0%

上記以外のＩＣＴを活用した業務省力化、
効率化の取り組み

804 244 30.3% 212 26.4% 198 24.6% 150 18.7%

※複数回答（N=804）

※複数回答（N=804）

ただし、外来縮小の取り組みは、まだあまり進んでいない

出典：平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）
病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）（案）
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外来縮小の取り組みが困難な理由

医師調査

図表5-37-12 外来診療時間の短縮

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

図表5-37-13 外来機能の縮小

26.4%

52.6%
患者数が多いため

現状で特に問題がないため

27.2%
49.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

患者数が多いため

現状で特に問題がないため

23.8%

11.5%

5.0%

収入が減るため

他病院・診療所との連携が困難であるため

その他

26.5%

12.0%

3 3%

収入が減るため

他病院・診療所との連携が困難であるため

その他

患者数が多いため 外来縮小の取り組みが困難な施設が約50％ある

5.0%その他

※複数回答（N=764）

3.3%その他

※複数回答（N=765）

・患者数が多いため、外来縮小の取り組みが困難な施設が約50％ある
・また、現状で特に問題がない場合や、収入への影響から取り組んでいない例も

それぞれ１/4程度ある

出典：平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）
病院勤務医の負担軽減の状況調査 結果概要（速報）（案）
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セカンド・オピニオンの利用状況

25842
30,000 

診療情報提供料（Ⅱ）の算定状況（回数/月）

25842

15656
20,000 

25,000 

15656
13577

9552

13847

10,000 

15,000 

0 

5,000 

平成 8年 平成 9年 平成20年 平成2 年 平成22年平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

診療情報提供料（Ⅱ） 500点

セカンド・オピニオンを推進するものとして、主治医がセカンド・オピニオンを求める患者又はその家族からの申し
づ

診療情報提供料（Ⅱ）の算定回数は概ね横ばいであり セカンド オピニオンの利用は限ら

出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報等、他の医師が当該患者の診療方針について助言
を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場合に算定
（入院患者も算定可）

診療情報提供料（Ⅱ）の算定回数は概ね横ばいであり、セカンド・オピニオンの利用は限ら
れている。

出典：社会医療診療行為別調査
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がん診療連携拠点病院等を中心とした連携の評価

ががんの治療目的に初回に入院した患者に対して、
地域連携診療計画に基づく個別の患者ごとの治療計画
を作成。患者に対して、退院後の治療を地域の医療機関
と連携して行うことを説明する

がん診療連携
拠点病院加算

（紹介患者の入院時）

計画策定病院

と連携して行うことを説明する。

が 診療連携拠点病院

500点

がん治療連携

がん診療連携拠点病院

あらかじめがんの
種類や治療法ごとに
治療計画を策定し

連携医療機関と共有

がん治療連携
計画策定料
（退院時）

750点

がん治療連携
指導
（情報提供時）悪性腫瘍と

紹介診療情報提供

（情報提供時）
300点

悪性腫瘍
診断された患
者の紹介

計画策定病院で作成された治療計画に基づき、
外来医療、在宅医療を提供する。

また、計画に基づき、適切に計画策定病院に
対して適切に患者の診療情報を提供する

連携医療機関

対して適切に患者の診療情報を提供する。
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認知症の早期鑑別の重要性について

認知症専門外来を受診した患者(275人)のうち、前医での診断結果が
明らかな患者(204人)について前医での診断と専門外来での診断との比較

皮質基底核変性症, せん妄疑

高次脳機能障害, 1
進行性失語症疑い, 

1
進行性核上性麻痺, 

1
脊髄小脳変性症, 1

図１ 紹介患者の前医での診断 図２ 紹介患者の認知症専門外来での診断

単位：％

認知症, 95
幻覚, 3

うつ病, 1

脳卒中後遺症, 2

皮質基底核変性症, 

1
せん妄疑

い, 1

1

その他, 7
認知症関連の診断名

なし, 3

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症, 

63
てんかん性健忘, 3

老年性妄想症, 2

1

進行麻痺, 1

なし, 4

前頭側頭型認知症, 

7

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病, 4

意味性認知症, 4

ﾚﾑ睡眠行動障害, 3
63

意味性認知症, 3

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病, 3

せん妄, 3 その他, 25

軽度認知障害, 10

ﾚﾋﾞｰ小体型認知症, 

7

7

ﾚﾑ睡眠行動障害, 4

前頭側頭型認知症, 

3

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症, 
物忘れ 記憶障害

血管性認知症, 10

軽度認知障害, 10

ﾚﾋﾞｰ小体型認知症, 

26

皮質基底核変性症, 

5

血管障害, 4

正常圧水頭症, 4

26
物忘れ、記憶障害, 

20

26

軽度認知障害, 25

血管性認知症, 15

うつ病・うつ状態, 

8

平成21年度 厚生労働科学研究 「かかりつけ医のための認知症の鑑別診断と疾患別治療に関する研究」（主任研究者 池田学）
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認知症疾患医療センター運営事業
認知症疾患医療センター
設置場所；身体的検査 画像診断 神経心理学的検査等の総合的評価が可能な病院に設置設置場所；身体的検査、画像診断、神経心理学的検査等の総合的評価が可能な病院に設置
設置数；全国（都道府県・指定都市）に約150ヶ所設置予定
人員；専門医療を行える医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等

［基幹型（総合病院）］ 医療 介護

専門医療の提供専門医療の提供
周辺症状や身体合併症に対応する双方の医療の提供

［基幹型（総合病院）］ 医療 介護

周辺症状や身体合併症に対応する双方の医療の提供
入院治療のための空床の確保 ［地域型

(単科精神
認知症疾患医療センター 科病院等)］

情報センター情報センター
普 啓

専門医療の提供専門医療の提供
鑑 診

地域連携の強化地域連携の強化
顔の見える連携体制の構築

認知症疾患医療センター
地域
包括
支援
ｾﾝﾀ

介護職
ホーム

ヘルパー
等

介護サー紹介
普及啓発
認知症に関する情報発信
一般相談
住民からの相談に対応

詳細な鑑別診断
急性精神症状への対応
身体合併症への対応

顔の見える連携体制の構築
研修会の実施
専門相談
連携担当者の配置による地域
介護との連携

ｾﾝﾀｰ 介護サ
ビス

・特養
・老健
・認知症

ｸﾞﾙー
ﾌﾟﾎｰﾑ

・居宅

紹介

介護との連携

周辺症状により
専門医療が必要な

サポート医紹介

居宅

紹介

内科医等のいわゆる「かかりつけ医」

専門医療が必要な
認知症疾患患者 物忘れ外来 精神科外来

紹介 紹介
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認知症疾患医療センター整備状況と事業実績

Ｈ２３年１０月１日現在
１３１カ所（基幹型４カ所）１３１カ所（基幹型４カ所）

（３７道府県・１０指定都市）

（件）事業実績の年次推移

センター数 鑑別診断 外来

20年度 14 - 3,095 - 16,289 -

21年度 66 (+371%*) 12 336 (+299%*) 110 124 (+576%*)21年度 66 (+371% ) 12,336 (+299% ) 110,124 (+576% )

22年度 97 (+593%*) 23,597 (+662%*) 185,762 (+1040%*)
（精神・障害保健課調べ）※平成22年度から基幹型、地域型に分け事業を実施

（平成22年度の基幹型は１カ所）
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認知症専門医紹介加算

認知症診断の連携に関する主な診療報酬

病院・診療所等 専門医療機関

○ 認知症の疑いのある患者について、専門医療機関での鑑別診断等の必要性を認め、当該専門医療機関
に対して、診察状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定。

症専 療機 連携 算 専門医療機関病院 診療所等

○ 認知症専門医療機関において、既に認知症と診断された外来患者の症状増悪時に当該専門医療機関に
診察状況を示す文書を添えて紹介を行った場合に算定

認知症専門医療機関連携加算 専門医療機関病院・診療所等

○ 認知症疾患医療センター等の専門機関が、紹介された患者に対して認知症の鑑別診断を行った上で療養
方針を決定し 紹介を受けた他の保険医療機関に文書で報告した場合に算定

認知症専門診断管理料 専門医療機関病院・診療所等

方針を決定し、紹介を受けた他の保険医療機関に文書で報告した場合に算定

認知症専門医紹介元 鑑別診断
認

【現状のイメージ】
認知症専門医

紹介加算
100点

認知症専門
診断管理料

紹介元 鑑別診断知
症
疑
い
の
患

専門医療機関

診断管理料
500点

患
者

認知症専門医療
機関連携加算症

状 専門医療機関
(認知症疾患医療センター等)

病院・診療所など
機 算

50点状
増
悪
時

評価なし
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セカンドオピニオンについて

• 診療情報提供料（Ⅱ）５００点

「治療法の選択等に関して第三者の意見を求め
る患者からの要望を受けて 診療方針を記載したる患者からの要望を受けて、診療方針を記載した
文書等を患者に提供をした医療機関」が算定出来
るる。

紹介を受けてセカンドオピニオン外来を行う医療機関
については 「自由診療」で取り扱うこととなっているについては、「自由診療」で取り扱うこととなっている。
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外来の機能分化に向けた改定案

（特定機能病院・500床以上等の大病院）
○ 一般外来の受け入れ

主治 機能 強
○ 一般外来の縮小

専門的な医療が必要な場合

地域の拠点病院等
診療所等

機能分化

○ 主治医機能の強化

○ 長期継続ケア

○ 般外来の縮小

○ 専門外来の確保

○ 入院機能の強化

専門的な医療が必要な場合
に、大病院へ紹介を行う
（セカンド・オピニオンを含む）

紹介患者

救急患者

紹介患者

逆紹介患者

軽症例や安定した患者は、地域
の診療所等へ逆紹介を行う

紹介なし患者※

※初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収することができる（200床以上に限る）

一般患者

 外来の機能分化を推進し、病院勤務医の負担軽減を図るために、紹介率の低い特定機能病院等に
ついては、紹介なしに地域の拠点病院等を受診した患者に係る初診料・再診料（外来診療料）を適正
な評価とし、すでに導入されている初診料・再診料（外来診療料）に相当する療養部分についてその
費用を患者から徴収する取組みと併せて評価を行ってはどうか

 専門的な医療が必要な紹介患者を多く診察し、軽症例や安定した患者については、地域の診療所等
へ逆紹介を行う取組みついて、診療報酬上の評価を行ってはどうか。

費用を患者から徴収する取組みと併せて評価を行ってはどうか

 がんや認知症における 拠点専門医療機関等との連携の評価について がんや認知症は拠点病院 がんや認知症における、拠点専門医療機関等との連携の評価について、がんや認知症は拠点病院
等を中心とした連携の評価を行っていることも踏まえ、がんや認知症に係る専門病院等のセカンド・
オピニオン外来については、保険診療上の取扱いとしないという現行の取扱いの見直しを行っては
どうか。
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外来受診の役割分担に向けた課題と論点

外来 療 役割分担 ジ 拠点病院等 お 専 外来 確保 び 般外来 縮 を行• 外来医療の役割分担のイメージとして、拠点病院等において専門外来の確保及び一般外来の縮小を行い、
診療所等において一般外来の受け入れを拡大することが考えられる。

• 一方、現在の外来患者数は、病院が約１７０万人、一般診療所が約３８０万人であり、１施設当たりの入院外
件数や外来の医療費の伸び率については大学病院以外と比べ大学病院で高くなる傾向があった。件数や外来の医療費の伸び率については大学病院以外と比 大学病院で高くなる傾向があった。

• 病院と診療所の機能分担を推進するため、初診料や再診料について、選定療養に係る事項を設ける等の
評価をしており、また、病院勤務医の負担を軽減する体制において、外来縮小の取り組みを評価している。
また、平成22年度改定では、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を要件とする項目を
拡大した拡大した。

• 平成22年改定後、勤務医の負担軽減策を講じる施設が一定程度増え、外来機能の縮小を行った場合は勤

務医の負担軽減に一定の効果があったが、外来縮小の取り組みは十分には行われていず、外来業務の縮
小が困難な理由として、患者数が多いこと等があげられる。困難な 由 、患者数 多 等 あげ 。

• 特定機能病院においては、初診患者のうち紹介患者の割合が高いほど、医師一人当たりの初診患者数は
減少する傾向があった。

【論点】
○ 外来の機能分化を推進し、病院勤務医の負担軽減を図るために、紹介なしに地域の拠点病院等を受診した患者に

係る初診料・再診料（外来診療料）を適正な評価とし、すでに導入されている初診料・再診料（外来診療料）に相当
する療養部分についてその費用を患者から徴収することと併せて評価を行うことについて、どのように考えるか。

○ 専門的な医療が必要な紹介患者を多く診察し、軽症例や安定した患者については、地域の診療所等へ逆紹介を行○ 専門的な医療が必要な紹介患者を多く診察し、軽症例や安定した患者に いては、地域の診療所等 逆紹介を行
う取組みついて、診療報酬上の評価をどのように考えるか。

○ 病院勤務医の負担の軽減に資する新たな取り組みに対する評価の新設の際には、外来縮小を原則とするこ
とについて、どのように考えるか。

○ がんや認知症については 拠点病院等を中心とした連携の評価を行っているところであり セカンド・オピニオンを○ がんや認知症については、拠点病院等を中心とした連携の評価を行っているところであり、セカンド・オピニオンを
目的として専門病院等へ紹介された患者に対して、専門病院等のセカンド・オピニオン外来で行われた診療のう
ち、がんと認知症の拠点専門医療機関等との連携の評価については、セカンド・オピニオン外来は保険診療上の
取扱いとしないという現行の取扱いを見直すことについて、どのように考えるか。

38



１ 特定機能病院等での専門特化外来１．特定機能病院等での専門特化外来
２．複数科受診

３．他医療機関受診
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平成18年度診療報酬改定における
同 医療機関 同 日の複数診療科受診時の評価同一医療機関・同一日の複数診療科受診時の評価

【通則】

同時に２以上の疾病について初診を行った場合又は再診を行った場合に
は、初診料又は再診料（外来診療料を含む。）は、1回として算定する

【基本的考え方】

同一医療機関において、同一日に複数の診療科を受診した場合は、初診料又は再診料
を１回のみ算定することとされているが、診療に要する費用、他医療機関の受診との整合
性、効率的な医療提供、患者の便益等の観点から、同一医療機関における同一日の複
数診療科受診について評価を行うこととする。数診療科受診 評価を行う する。

【具体的内容】

同一医療機関において 同一日に複数の診療科を受診した場合は ２つ目の診療科の初同 医療機関において、同 日に複数の診療科を受診した場合は、２つ目の診療科の初
診に限り、所定点数の１００分の５０に相当する点数を算定することとする。
＊ なお、総合診療外来等については、１つ目の診療科とはみなさない。
＊ ２つ目の診療科の初診については 加算点数は算定できない＊ ２つ目の診療科の初診については、加算点数は算定できない。
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同一医療機関における複数科受診の算定の例(外来患者の場合)

受診回数 受診日 Ａ科 Ｂ科 Ｃ科 Ｄ科

初診 初診 初診 ３つ目以降の診療科では、

1回目 12月1日
初診 初診 初診

初診料算定
（270点）

½初診料算定
（135点）

算定できない

目以降 診療科 、

初・再診料は算定できな
い。

2回目 12月8日

再診 初診

再診料/外来診療料
算定

½初診料算定
（ 点）

平成18年度改定

算定
（69/70点）

（135点）

再診 再診
同一日に、2つ目の診療科を再診で受

3回目 12月15日 再診料/外来診療料
算定

（69/70点）
算定できない

同 日に、2つ目の診療科を再診で受

診した場合、再診料（外来診療料）は
算定できない

※保険医療機関が設置した総合外来等については、診療科と見なさず、総合外来等を受診した後、新たに別の
診療科を受診した場合の総合外来の受診は、初診料・再診料（外来診療料）を算定できない
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日本病院団体協議会
「同一医療機関における同一日の複数診療科受診の状況調査」

1.調査目的

• 同一医療機関で同一日に複数科を受診した初・再診料の算定状況
と受診者数の把握

• およびこれに基づく医療費への影響額の推計
2 調査対象2.調査対象

• 日病協加盟団体の会員(無作為抽出)
3.調査時期3.調査時期

• 平成22年7月の1ヵ月間
4.調査方法

• 表形式によるアンケート送付方式とし、必要事項のみ空欄に記入す
る形式

5 回答状況5.回答状況
調査表送付病院数 ２，５２９

回答病院数 ６７４

回答数（％） ２６．７

出典：日本病院団体協議会 「同一医療機関における同一日の複数科受診の状況調査」結果概要 平成22年10月27日
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日本病院団体協議会
「同一医療機関における同一日の複数診療科受診の状況調査」

調査年 病床規模 患者実人数外来延べ数
受診科数

1科 ％ 2科 ％ 3科 ％ 4科 ％

200床以上
(n=443)

6,720,885 7,443,147 
外来延数

6,077,700 
81.7％1,142,642 15.4％ 182,961 2.5％ 39,844 0.5％

実人数 90.4 ％ 571,321 8.5％ 60,987 0.9％ 9,536 0.1％

平成22年
7月

200床未満
(n=109)

462,500 502,021 
外来延数

427,889 
85.2％ 60,562 12.1％ 11,526 2.3％ 2,044 0.4％

実人数 92.5％ 30,281 6.5％ 3,842 0.8％ 488 0.1％

合計 7 183 385 7 945 168
外来延数

6 505 589
81.9％1,203,204 15.1％ 194,487 2.4％ 41,888 0.5％

合計 7,183,385 7,945,168 6,505,589 
実人数 90.6％ 601,602 8.4％ 64,829 0.9％ 10,024 0.1％

（注）受診診療科数の細分化されていない病院を除いた集計（注）受診診療科数の細分化されていない病院を除いた集計

出典：日本病院団体協議会 「同一医療機関における同一日の複数科受診の状況調査」結果概要 平成22年10月27日
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日本病院団体協議会
「同一医療機関における同一日の複数診療科受診の状況調査」

平成22年（平成22年7月の1ヶ月間）

200床未満 ％ 200床以上 ％ 合計 ％

a. 集計対象病院数 164 病院 502 病院 666 病院

b. 合計病床数 21,533 床 237,701 床 259,234 床b. 合計病床数 21,533 床 237,701 床 259,234 床

c. 平均病床（b÷a） 131 床 474 床 389 床

（１）①初診の患者数（①＝②＋③＋④＋⑤） 89,263 14.7 1,038,730 13.0 1,127,993 13.1 

②初診料（270点）を算定した患者数 70,180 11.5 679,951 8.5 750,131 8.7 

③初診料（135点）を算定した患者数 3,678 0.6 55,431 0.7 59,109 0.7 

④再診料を算定した患者数 10,297 1.7 212,364 2.7 222,661 2.6 

⑤初再診料を算定できなかった患者数 5,108 0.8 90,984 1.1 96,092 1.1⑤初再診料を算定できなかった患者数 5, 8 8 9 ,98   96, 9   

（２）⑥再診の患者数 519,480 85.3 6,932,494 87.0 7,451,974 86.9 

⑦再診を算定した患者数 471,858 77.5 6,104,634 76.6 6,576,492 76.6 

⑧再診料を算定できなかった患者数 47,622 7.8 827,860 10.4 875,482 10.2 

（３）⑨初診、再診の患者数合計（⑨＝①＋⑥） 608,743 100.0 7,971,224 100.0 8,579,967 100.0 

（４）⑩初再診料を算定できなかった患者数（⑩＝⑤＋⑧） 52,730 8.7 918,844 11.5 971,574 11.3 

⑪再診料（200床未満）／外来診療科（200床以上） 69 点 70 点

⑫影響額（⑩×⑪）×１０ 36,383,700 円 643,190,800 円 679,574,500 円

⑬一施設あたりの影響額（⑬＝⑫／a.） 221,852 円 1,281,257 円 1,020,382 円

⑭一床あたりの影響額（⑭＝⑫／b.） 1,690 円 2,706 円 2,621 円

初再診の患者全体のうち、初再診料を算定できなかった患者は、200床未満で 8.7%、200床以上で 11.5%

出典：日本病院団体協議会 「同一医療機関における同一日の複数科受診の状況調査」結果概要 平成22年10月27日

（注）初再診料には外来診療料を含む
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日病協調査に基づいて、外来患者のうち初再診料を算定できなかっ
た患者に対して再診料を算定した場合に増加する医療費額者 料 算定 場 増 す 療費額た患者に対して再診料を算定した場合に増加する医療費額

①患者数割合に基づいて計算

「平成21年(2009)病院報告」（平成22年9月22日）によると、平成 年( )病院報告」（平成 年 月 日）によると、

平成21年度の外来患者延数（年間）は、517,148,265人。

200床未満 213, 192,910人、200床以上 303,955,355人。

日病協調査によると、初再診料を算定出来なかった患者数は、200床未満8. 7%、

200床以上11 5%200床以上11.5%。

従って、初再診料を算定出来なかった患者数は、200床未満 18,547,783人、従 、初再診料を算定 来 患者数 、 床未満 , , 、

200床以上 34,954,866人。

患者数割合に基づいた影響額は、373億円。

200床未満 12,797,970,270円 18,547,783人×69点×10円

200床以上 24,468,406,200円 34,954,866人×70点×10円床以 , , , 円 , , 人 点 円

合計 37,266,376,470円

出典：日本病院団体協議会 「同一医療機関における同一日の複数科受診の状況調査」結果概要 平成22年10月27日
（注）初再診料には外来診療料を含む
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日病協調査に基づいて、外来患者のうち初再診料を算定できなかっ
た患者に対して再診料を算定した場合に増加する医療費額者 料 算定 場 増 す 療費額た患者に対して再診料を算定した場合に増加する医療費額

②病床数に基づいて計算

「平成21年（2009） 医療施設（動態）調査報告」（平成22年9月22日）によると、平成 年（ ） 医療施設（動態）調査報告」（平成 年 月 日）によると、

平成21年10月現在における病院病床数は、1,601,476床。

200床未満 607,104床、 200 床以上 994,372床。

日病協調査によると、一床あたり影響額は、

200床未満1 690円 200床以上2 706円200床未満1,690円、200床以上2,706円。

病床数に基づいた影響額は、446億円。病床数 影響額 、 億 。

200床未満 1,026,005,760円 607,104床×1690円

200床以上 2,690,770,632円 994,372床×2706円

合計 3,716,776,392円

年間 カ月年間 44,601,316,704円 3,716,776,392円×12カ月

出典：日本病院団体協議会 「同一医療機関における同一日の複数科受診の状況調査」結果概要 平成22年10月27日
（注）初再診料には外来診療料を含む
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対応案
複数科受診算定 例

現行

複数科受診算定の例

Ａ診療科 Ｂ診療科 Ｃ診療科 算定 ３つ目以降の診療科では、
初・再診料は算定できない。

初診 初診 初診 初診（270点）＋初診（135点）

初診 再診 再診 初診（135点）＋再診（69点）
複数科初診料は順番
を問わず1/2 (135点)初診（ 点） 再診（ 点）

再診 再診 再診 再診（69点）のみ

を問わず1/2 (135点)

再診料は２回以上算
定できない。

再診料について、２科目に限り、
再診の 定の評価を行う

対応案

複数科受診算定の例

Ａ診療科 Ｂ診療科 Ｃ診療科 算定

初診 初診 初診 初診（270点）＋初診（135点）

再診の一定の評価を行う。

初診 初診 初診 初診（270点）＋初診（135点）

初診 再診 再診 初診（135点）＋再診（69点）

再診 再診 再診 再診（69点）＋再診※

47

再診 再診 再診 再診（ 点） 再診

※同一医療機関において、同一日に複数の診療科を受診した場合は、２つ目の診療科の初診に限り評価をしていることを踏まえた評価

47



複数科受診に係る課題と論点

• 同一医療機関において、同一日に複数の診療科を再診した場合
は 再診料を１回のみ算定することとされているは、再診料を１回のみ算定することとされている。

○ 同一日の複数科受診の再診料を全て認めた場合 経済的影響が非常に大きいも

【論点】

○ 同 日の複数科受診の再診料を全て認めた場合、経済的影響が非常に大きいも
のとなるが、平成18年度改定における初診料に関する評価（2科目の初診科につ
いて半額の評価を行う）をふまえて、同一日の2科目の再診に関しても一定の評価
を行うことについて どう考えるかを行うことについて、どう考えるか。
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１ 特定機能病院等での専門特化外来１．特定機能病院等での専門特化外来
２．複数科受診

３．他医療機関受診
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入院中患者の他医療機関受診における「算定方法」※1

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22
入院医療機関 ※１ DPC対象病棟は除く

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

出来高病棟入院料の減額 ※
２

30％

特定入院料等の減額 85％ 70％ 70％ 70％ 70％※３

・特定入院料等：特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料または特定入院基本料

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

特定入院料等に含まれるもの

他医療機関
※２ 入院料の減額を行わず、他医療機関での診療に係る費用を入院医療機関で算定し合議で精算
※３ 特定入院料等に含まれない診療のみが行われた場合は入院料から30%を控除する

特定入院料等 特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料ま 特定入院基本料
・出来高病棟 ：上記を除く入院基本料

特定入院料等に含まれるもの × ×

初・再診料 ○ ○ ○ ○ ○

医学管理等 × × × ×
×

（診療情報提供料は○）（診療情報提供料は○）

在宅 × × × × ×

投薬・注射 ×※４ ×※４ ×※４ ×※４ ×※５

リハビリテーション × × × ×
×

（言語聴覚療法は○）

検査・画像・精神・処置・手術・麻酔・病
理・放射線・短期滞在手術基本料１

○ ○ ○ ○ ○
理 放射線 短期滞在手術基本料１

短期滞在手術基本料２又は３ × × × × ×

※４ （H14-H20）
専門的な診療科に特有な薬剤を用いた
投薬又は注射に係る費用は算定可能

※５ （H22）
専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用は算定可能。

び 算 算投薬又は注射に係る費用は算定可能 ただし、処方料、処方せん料及び外来化学療法加算は算定不可

(参考)他医療機関における投薬の処方日数について
平成22年度改定前 → 特定入院料等算定病棟 ：制限なし

出来高病棟 ：規定なし

平成22年度改定後 → 特定入院料等算定病棟 ：受診日のみ処方可
出来高病棟 ：受診日のみ処方可＊

＊H22.6月4日以降は処方制限なし
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入院中の患者の他医療機関受診の取扱い
（入院中の患者の他医療機関受診の費用について）

H22年度改正前
（入院中の患者の他医療機関受診の費用について）

出

他医療機関受診時の規定が明確でなかった。

出
来
高
病
棟

眼科等の専門的な外来診療を受ける場合
（特定入院料等に含まれる診療が行われた場合に限る）

棟

Ｂ医療機関

（特定入院料等に含まれる診療が行われた場合に限る）

外

特
定
入
院
料

Ａ医療機関（患者入院中）

包括範囲及び包括範囲外の
診療行為に係る費用を算定

※２

外
来

料
等
算
定
病

入院料から70%減額※１

※病
棟

※２ 医学管理、在宅等は算定できない。
※１ 特定入院料等の減額については、

成 年度改定 院料 減額平成１４年度改定より 入院料の８５％減額
平成１６年度改定より 入院料の７０％減額
となっている。
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出

入院中の患者の他医療機関受診の取扱いH22年度改正後

Ａ医療機関

― ※４

Ｂ医療機関

○ ※２

出
来
高
病
棟

入院基本料から30%減額 診療行為に係る費用を算定 ※１，２

棟

特定入院料等の包括範囲に含まれる診療
行為がＢ医療機関で行われた場合

Ｂ

包括範囲及び包括範囲外の診療

特
定
入

Ａ

入院料から70%減額

外
来

行為がＢ医療機関で行われた場合

行為に係る費用を算定※１院
料
等
算
定

入院料から70%減額

同じく包括範囲外の診療行為
のみ行われた場合定

病
棟 Ｂ

包括範囲外

Ａ

入院料から 控除

のみ行われた場合

包括範囲外の診療行為のみに包括範囲外
の入院料から30%控除入院料から30%減額

包括範囲外の診療行為のみに
係る費用を算定※１

※１ 医学管理、在宅等は算定できない。

※ Ｂで診療に係る費用を全く請求しない場合は、ＡからＢに合議で精算することも可能

※２ 薬剤料については、当初当日分のみ算定可とした。
6月4日より当日分以外も算定できることとした。
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他医療機関受診している者の割合

14000 1.0%

① 一般病棟入院基本料

0 52%8000

10000

12000

0.6%

0.8%

① 一般病棟入院基本料
② 療養棟入院基本料
③ 精神病棟入院基本料
④ 障害者施設等入院基本料
⑤ 有床診療所入院基本料

算
定

他
医
療
機
関

0.33%

0.52%

0.33%

4000

6000
0.4%

⑤ 有床診療所入院基本料
⑥ 有床診療所療養病床入院基本料
⑦ 特定入院料

回
数
／
月

関
受
診
の
割
合

0.14%

0.21%

0.10%

0.21%

0

2000

0.0%

0.2%

他医療機関受診の算定回数

他医療機関受診の割合

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

③⑤⑥で
特に割合
が高い② ③ ④ ⑥ ⑦

※ 結核病棟入院基本料は社会医療診療行為別調査では他医療機
関受診の算定なし

（参考）
入院基本料等を算定しながら他科受診をしている者 37,137件 /月
入院基本料等を算定しながら他科受診をしている回数 53,351回 /月

関受診の算定なし

入院基本料等の算定回数のうち他科受診をしている回数の割合 ０．２％

出典：平成22年度社会医療診療行為別調査
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透析入院患者の状況

透析療養施 施 答 施

慢性透析療法の要約
（日本透析医学会 我が国の慢性透析療法の現況より）

透析療養施設 4,226施設（うち、回答は4,152施設）

※参考 全病院数 8,794 有床診療所 11,500

設備 ペーシェント スティション（透析ベッド） 118 135台設備 ペ シェント スティション（透析ベッド） 118,135台

能力 同時透析 116,312人

最大収納能力 393,731人

慢性透析患者 297,126人（うち2.4万人（8.2％）が入院）

・有意の残腎機能の無い患者では「最低週3回以上、週12時間以上の透析」が推奨されている。※

 透析患者は頻回の透析治療が必要であるが、慢性透析療法が可能な施設は

※ 欧州のガイドライン(European Best Practice Guidelines )

有意 残腎機能 無 患者 最低週 回以 、週 時間以 透析」 推奨され る。

限られている

出典：日本透析医学会 我が国の慢性透析療法の現況（2010年12月31日現在）を参考に保険局医療課作成

透析患者が入院した際は、他医療機関受診が必要な場合がある
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精神病棟入院基本料等算定病棟における精神病棟入院基本料等算定病棟における
身体合併症患者の対応状況について

59.3% 34.4% 6.3%N=334

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

おおむね対応できている 時々対応できないことがある ほとんど対応できていない

出典：平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）「精神入院医療における重症度評価導入後の影響調査検証調査」
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精神病棟入院基本料等算定病棟における
院外他診療科との連携について

院外他診療科との連携の有無

63 9% 36 1%N 332 63.9% 36.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=332

10 4%診療記録の共有

連携の方法

N=212

有 無

10.4%

4.7%

40 1%

診療記録の共有

院内カンファレンスの開催

医師間の病院内カンファレンス

N=212

40.1%

30.2%

以外による情報交換・共有

その他職種間の院内カンファレンス

以外による情報交換、共有

他診療科 医師による対診診療 25.5%

78.8%

他診療科の医師による対診診療

他診療科への転棟による診療

6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

その他

出典：平成２２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２３年度調査）「精神入院医療における重症度評価導入後の影響調査検証調査」
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結核入院患者の合併症

○ 入院時に何らかの合併症を有している割合は33%であった。合併している合併症では、糖尿病、入院時 何 合併症を有 割合 あ 。合併 合併症 、糖尿病、
肝疾患、悪性腫瘍、脳血管疾患が多く見られた。
○ 入院中に肺炎、脳卒中等の合併症が発生する例も見られた。

入院時の合併症の有無(n=229) 入院中の合併症発症率(n=229) 結核予防会調査(n=229)

あり, 75, 

入院時の合併症の有無(n=229)
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

薬剤性肝障害

( )

なし, 154, 
67%

あり, ,
33% 薬疹

末梢神経障害

ＨＩＶ感染, 1

免疫

抑制

薬服

合併症の内訳

その他合併症

DIC, 1
その他合併症の内訳ＨＩＶ感染, 1

悪性腫瘍, 10
脳血管障害

廃用症候群, 5

薬服

用中, 
3

胃潰

瘍, 2

肺炎 5

不明, 8

その他合併症の内訳

肝疾患, 11

胸膜炎・膿

胸 1

認知症, 4

（麻痺あり）, 9 肺炎, 5

脳卒中, 3
中毒性視神
経炎, 1

胸, 1

塵 肺, 2

腎透析・慢

性腎疾患, 5

糖尿病, 24
気胸, 1

血

痰, 
1

呼吸不全増

悪, 1食道癌, 1
心膜

炎, 1

神経因性膀

胱, 1

腎不全, 1

帯状疱疹, 1
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合併症に対応可能な陰圧室をもつ医療機関がない都道府県の数
＜都道府県内の結核病床を有する医療機関＞＜都道府県内の結核病床を有する医療機関＞

2014心カテ治療

9

9

20

5

6

整形外科

消化器

心カテ治療

25

9

13

20

脳外科

心臓

整形外科

6

18

12

4

13

透析

人工呼吸

脳外科

1912

0 5 10 15 20 25 30

透析

全種病床 (結核病床、感染症病床、モデル病床)陰圧室

結核病床陰圧室あり

全種病床陰圧室（結核病床、感染症病床、モデル病床を含む）

結核病床陰圧室（感染症病床、モデル病床を除く）

【吉山崇；結核病床の今後のあり方に関する研究．
平成20年度厚生労働科学研究「結核菌に関する研究」報告書】
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感染性結核患者の合併症への対応感染性結核患者の合併症への対応

【重籐えり子 結核病床における合併症診療に関するアンケート調査 平成
20年罹患構造の変化に対応した結核対策の構築に関する研究】
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有床診療所における他科受診の状況

他科受診目的別（22・23年度）

• 回答医療機関 49施設

有床診療所連絡協議会調べ

他

転院目的

4% 検査：CT
2%

無記入

2% 術後定期検査
1%

検査：その他

6%

その他

4%

2%

延べ入院
患者数

他科受診
者数

他科受診
者の割合

平成22年1月1日 43 316人 265人 (0 6%)

定期受診(定期
薬）
41%

検査：MRI
10%

平成22年1月1日
～3月末日

43,316人 265人 (0.6%)

平成23年1月1日
～3月末日

44,271人 417人 (0.9%)
41%

専門外治療

30%

3月末日
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共同利用が進められている検査について

評価FDG-PETの評価

• 適用疾患• 適用疾患
てんかん若しくは虚血性心疾患の診断
悪性腫瘍（早期胃癌を除く。）の病期診断又は転移・再発の診断

• 施設共同利用率の要件の緩和
該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準

ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に使用する画像診断機器の施
設共同利用率について、別添２の様式36に定める計算式により算出した数値が100分の20以上である
こと。（ただし、特定機能病院、がん診療連携の拠点となる病院又は高度専門医療に関する研究等を
行う独立行政法 関する法律（ 成 十年法律第九十 号）第 条第 規定する 立高度専行う独立行政法人に関する法律（平成二十年法律第九十三号）第四条第一項に規定する国立高度専
門医療研究センターの設置する医療機関を除く。）。

※PET ポジトロン断層撮影

（注）その他、光トポグラフィーや中枢神経磁気刺激による誘発筋電図において、
施設間での共同利用について評価を行っている。

※PET：ポジトロン断層撮影

共同利用を評価している検査を他医療機関受診で行った場合も、

入院料からの減額が適用される。
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医療機関

入院中の患者の他医療機関受診の取扱い（案）H24年度改正（案） ※赤字が改正案

Ａ医療機関 Ｂ医療機関

○ ※２出
来

外
来

入院基本料から30%減額
（○○%減額※１）

診療行為に係る費用を算定 ※２

来
高
病
棟

うち透析を目的とした他医療機関受診
（精神科病床、結核病床、有床診療所）

入院基本料から○○%減額

透
析

Ｂ医療機関

○ ※２診療行為に係る費用を算定 ※２, ※３

うち透析を目的とした他医療機関受診
（精神病床、結核病床、有床診療所）

入院基本料から○○ 減額入院基本料から○○%減額 析 ○診療行為に係る費用を算定

Ｂ医療機関
特 Ａ医療機関

入院基本料から○○%減額

包括範囲及び包括範囲外の診療行
為に係る費用を算定※２

特
定
入
院
料

Ａ医療機関

入院料から30%控除
入院料から70%減額
（○○％減額 ※１,※５）

包括範囲及び包括範囲外の診療行
為に係る費用を算定※２, ※３

外
来

料
等
算
定
病
棟

Ａ医療機関

入院料から30%控除入院料から30%減額※４

（○○％減額 ※１）

外
来

Ｂ医療機関

包括範囲外の診療行為のみに係る
費用を算定※２

ただし、Ｂで診療に係る費用を全く請求しない場合は、ＡからＢに合議で精算することも可能

※１ 共同利用が進められている検査のために他医療機関受診を行った場合

棟 （○○％減額 ※１） 費用を算定※２

（注）特定入院料等算定病棟：特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料

※２ 医学管理、在宅等は算定できない。
※３ 慢性維持透析患者外来医学管理料は算定可能（特定入院料等算定病棟については、精神病床で特定入院料を算定している者又は有床診療所療

養病床入院基本料を算定している者に限る）

共同利用が進められている検査のために他医療機関受診を行った場合

※４ 特定入院料等に含まれない診療のみが行われた場合
※５ 精神病床で特定入院料を算定している者又は有床診療所療養病床入院基本料を算定している者が透析治療のために他医療機関受診を行った場合
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他医療機関受診にかかる課題と論点

• 現在、DPC 対象病院以外の医療機関において他医療機関受診を行った場合、入
院基本料については30％あるいは70％を控除した点数を算定する。 （DPC対象病
院は合議で精算）院は合議で精算）

• 精神病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本
料では特に他医療機関受診の割合が高く、これはそれらの病棟で合併症を管理
することが困難であることが理由としてあげられるすることが困難であることが理由としてあげられる。

• また、結核病棟においても合併症を管理することが困難である。

• 透析患者については、頻回な透析が必要であるが、透析治療が可能な医療機関
は限られており 他疾患で入院した場合などは 他医療機関受診が必要となるは限られており、他疾患で入院した場合などは、他医療機関受診が必要となる。

【論点】

○ 病棟の特徴から、他医療機関受診の必要性がやむを得ないと考えられる場合
（精神病床・結核病床・有床診療所から他医療機関を透析のために受診する場機
合等）について、入院中の他医療機関受診の際の入院基本料の減額幅を縮小
することをどう考えるか。
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